
議案第１８号 

 

東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正につい 

て 

 

東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を定め

ることについて、次のとおり提案する。 

 

令和元年６月２７日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

  山地番・耕地番の重複解消作業に伴い、関係する小学校の通学区域の修正を行

うとともに所要の規定の整備を行うため、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

令和元年７月１日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会規則第  号 

 

東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

  令和元年６月 日 

 

東広島市教育委員会          

教育長  津  森     毅    

 

   東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する 

規則 

 

 東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和４９年東広島市教育委

員会規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第５条及び第６条」を「第５条第２項（同令第６条において準用する

場合を含む。）」に改める。 

 第２条に次の１項を加える。 

 ２ 教育委員会は、学区を表示した地図を学校教育部学事課に備え置いて、一般

の閲覧に供するものとする。 

別表小学校の表西条小学校の項中「（御薗宇小学校の学区を除く国道２号より北

側の区域に限る。）」を「（国道２号より北側の区域に限る。）の一部」に改め、

同表郷田小学校の項中「（１４番から１６番まで及び１８番から２８番までに限

る。）」を「（御薗宇小学校の学区の区域を除く。）」に、「（二神の区域に限

る。）」を「の一部」に改め、同表板城小学校の項中「（三永ハイツの区域に限

る。）」を「の一部」に改め、同表三永小学校の項中「及び下三永」を「、下三

永」に改め、「除く。」の右に「及び御薗宇（国道２号より南側の区域に限る。）

の一部」を加え、同表川上小学校の項中「（１番から３番までに限る。）」、「（

１番に限る。）」及び「（１番から６番まで及び１４番から１６番までに限

る。）」を「の一部」に、「（１番から５番まで及び７番から１５番までに限
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る。）」を「（平岩小学校の学区の区域を除く。）」に改め、同表吉川小学校の項

中「（大竹、出ケ原及び小関の各一部の区域に限る。）」を「の一部」に改め、同

表八本松小学校の項中「（吹越の区域に限る。）」及び「（大曽場の区域に限

る。）」を「の一部」に改め、同表西志和小学校の項中「七条椛坂（東志和小学校

の学区の区域を除く。）」を「七条椛坂の一部」に、「（長松の一部の区域に限

る。）」を「の一部」に改め、「志和堀」の右に「（東志和小学校の学区の区域を

除く。）」を加え、同表東志和小学校の項中「（椛坂の一部の区域に限る。）」を

「（西志和小学校の学区の区域を除く。）」に、「及び内」を「、内及び志和堀の

一部」改め、同表高屋東小学校の項中「（陽晃台団地の区域に限る。）」を「の一

部」に改め、同表高屋西小学校の項中「（３番から５番までに限る。）」を「（東

西条小学校の学区の区域を除く。）」に、「（五十石及び高屋ハイツの区域に限

る。）」を「の一部」に、「杵原（高美が丘小学校の学区の区域を除く。）」を「

杵原の一部」に改め、同表東西条小学校の項中「（１番及び２番に限る。）」を「

の一部」に改め、「龍王小学校の学区の区域を除く。）」の右に「、御薗宇（国道

２号より北側の区域に限る。）の一部」を加え、同表平岩小学校の項中「（１番か

ら８番まで、２２番及び２３番に限る。）」、「（６番及び１６番から１８番まで

に限る。）及び「（上寺家、塚の峠及び稲荷の各一部の区域に限る。）」を「の一

部」に改め、同表御薗宇小学校の項中「（１番から１３番まで及び１７番に限

る。）」を「の一部」に、「（５番から１０番までに限る。）」を「（三ツ城小学

校の学区の区域を除く。）」に、「西条町御薗宇の一部」を「西条町御薗宇（西条

小学校、三永小学校、東西条小学校及び三ツ城小学校の学区の区域を除く。）」

に、「（郷田小学校及び板城小学校の学区の区域を除く。）」を「の一部」に改

め、同表高美が丘小学校の項中「（杵原上及び杵原中央の区域に限る。）」を「（

高屋西小学校の学区の区域を除く。）」に、「（近信の区域に限る。）」を「の一

部」に改め、同表三ツ城小学校の項中「西条中央四丁目（御薗宇小学校の学区の区

域を除く。）」を「西条中央四丁目の一部」に、「（御薗宇小学校の学区を除く国

道２号より南側の区域に限る。）」を「（国道２号より南側の区域に限る。）の一

部」に改め、同表板城西小学校の項中「（向井、門脇、上ノ畑、寺田、河原、神

前、中間、弐百目、半田、河本、聖原（８４番地から３９５番地までに限る。）、

塔ノ平、ガガラ山（２１番地から６８番地まで）及び下モ原に限る。）」を「の一
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部」に改め、同表上黒瀬小学校の項中「（下角及び上角（４３５２番地から４４０

０番地までに限る。）の区域に限る。）」を「の一部」に改め、同表乃美尾小学校

の項中「（浄善坊、下広池、工原（７６９番地から９２７番地までに限る。）、池

ノ上、市ヶ原、岩幕山（１番地から９３番地まで及び４０１番地から４０６番地ま

でに限る。）の区域に限る。）」を「の一部」に改め、同表中黒瀬小学校の項中「

市飯田」を「、市飯田」に、「（東本郷、免田、中筋、西本郷、大坪台、古宮、西

ヶ迫、大畠、反台、在長、新開、山ノ内の一部、前大風呂及び山口（１番地から５

７８番地まで、６１０番地から６６５番地まで及び９０７番地から９０８番地まで

に限る。）の区域に限る。）」を「の一部」に改め、同表下黒瀬小学校の項中「（

砂池原、下新寺、上新寺、大風呂（８０８番地から９０１番地までに限る。）、宝

蔵椀の一部、西ノ谷、砂池原、狐ヶ城、前砂池原、後砂池原、下新寺、上新寺及び

上大風呂の区域に限る。）」を「の一部」に改める。 

別表中学校の表黒瀬中学校の項中「黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬学園台、黒瀬桜が

丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬

春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬 原北一丁目、黒瀬 原北二丁目、黒瀬

原北三丁目、黒瀬 原東一丁目、黒瀬 原東二丁目、黒瀬 原東三丁目、黒瀬 原

西一丁目及び黒瀬 原西二丁目」を「板城西小学校、上黒瀬小学校、乃美尾小学

校、中黒瀬小学校及び下黒瀬小学校の学区」に改め、同表福富中学校の項中「福富

町」を「竹仁小学校及び久芳小学校の学区」に改め、同表豊栄中学校の項中「豊栄

町」を「豊栄小学校の学区」に改め、同表河内中学校の項中「河内町、入野中山台

一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五

丁目及び河内臨空団地」を「河内小学校及び入野小学校の学区」に改め、同表安芸

津中学校の項中「安芸津町」を「木谷小学校、三津小学校及び風早小学校の学区」

に改める。 

   附 則 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 
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東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和４９年教育委員会規則第１９号）新旧対照表 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第５条

第２項（同令第６条において準用する場合を含む。）    の規定に基づ

き、東広島市立小学校及び中学校（以下「小学校及び中学校」という。）の

通学区域（以下「学区」という。）を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第５条 

                       及び第６条の規定に基づ

き、東広島市立小学校及び中学校（以下「小学校及び中学校」という。）の通

学区域（以下「学区」という。）を定めることを目的とする。 

（通学区域） （通学区域） 

第２条 小学校及び中学校の学区は、別表のとおりとする。 

  ２ 教育委員会は、学区を表示した地図を学校教育部学事課に備え置いて、

一般の閲覧に供するものとする。 

第２条 小学校及び中学校の学区は、別表のとおりとする。 

                                  

                

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

小学校 小学校 

名称 学区 

西条小学校 西条岡町、西条本町、西条栄町、西条上市町（東西条小 

学校の学区の区域を除く。）、西条朝日町、西条御条町、

西条昭和町、西条大坪町（東西条小学校の学区の区域を

除く。）、西条中央二丁目及び西条中央三丁目並びに西

条町西条の一部、助実の一部及び御薗宇（       

      国道２号より北側の区域に限る。）の一部

の区域 

寺西小学校 寺家産業団地（八本松小学校の学区の区域を除く。）並 

びに西条町寺家（八本松小学校及び平岩小学校の学区の 

区域を除く国道４８６号より南側の区域に限る。）及び 

西条東（三ツ城小学校の学区の区域を除く国道４８６号 

より南側の区域に限る。）の区域 

郷田小学校 鏡山一丁目（三ツ城小学校の学区の区域を除く。）、鏡

山二丁目の一部、鏡山三丁目（御薗宇小学校の学区の区

域を除く。）                    

及び田口研究団地（吉川小学校の学区の区域を除く。）

並びに西条町下見の一部        、田口（板城

小学校及び御薗宇小学校の学区の区域を除く。）及び郷

曽の区域 

板城小学校 西大沢一丁目及び西大沢二丁目並びに西条町田口の一

名称 学区 

西条小学校 西条岡町、西条本町、西条栄町、西条上市町（東西条小

学校の学区の区域を除く。）、西条朝日町、西条御条町、

西条昭和町、西条大坪町（東西条小学校の学区の区域を

除く。）、西条中央二丁目及び西条中央三丁目並びに西

条町西条の一部、助実の一部及び御薗宇（御薗宇小学校

の学区を除く国道２号より北側の区域に限る。）    

の区域 

寺西小学校 寺家産業団地（八本松小学校の学区の区域を除く。）並

びに西条町寺家（八本松小学校及び平岩小学校の学区の

区域を除く国道４８６号より南側の区域に限る。）及び

西条東（三ツ城小学校の学区の区域を除く国道４８６号

より南側の区域に限る。）の区域 

郷田小学校 鏡山一丁目（三ツ城小学校の学区の区域を除く。）、鏡

山二丁目の一部、鏡山三丁目            

（１４番から１６番まで及び１８番から２８番までに限

る。）及び田口研究団地（吉川小学校の学区の区域を除

く。）並びに西条町下見   （二神の区域に限る。）、

田口（板城小学校及び御薗宇小学校の学区の区域を除

く。）及び郷曽の区域 

板城小学校 西大沢一丁目及び西大沢二丁目並びに西条町田口の一

 

新 旧 

部、福本、大沢、森近、馬木及び下三永の一部        

      の区域 

三永小学校 三永一丁目、三永二丁目及び三永三丁目並びに西条町上

三永  、下三永（板城小学校の学区の区域を除く。）

及び御薗宇（国道２号より南側の区域に限る。）の一部

の区域 

川上小学校 八本松東三丁目の一部           、八本松

東六丁目の一部       、八本松東七丁目の一部    

                 、八本松飯田一丁

目、八本松飯田二丁目（平岩小学校の学区の区域を除く。）             

         、八本松飯田三丁目、八本松飯田四

丁目、八本松飯田五丁目、八本松飯田六丁目、八本松飯

田七丁目、八本松飯田八丁目及び八本松飯田九丁目並び

に八本松町篠、正力、飯田（八本松小学校の学区の区域

を除く。）及び宗吉の一部の区域 

原小学校 八本松町原（吉川小学校、八本松小学校及びもみじ小学

校の学区の区域を除く。）の区域 

吉川小学校 田口研究団地の一部及び吉川工業団地並びに八本松町原 

の一部                   及び吉 

川（もみじ小学校の学区の区域を除く。）の区域 

八本松小学校 八本松南一丁目、八本松南二丁目、八本松南三丁目、八

本松南四丁目、八本松南五丁目、八本松南六丁目、八本

松南七丁目、八本松南八丁目、八本松東二丁目（平岩小

学校の学区の区域を除く。）、八本松東三丁目（川上小

学校の学区の区域を除く。）、八本松東四丁目、八本松

東五丁目、八本松東六丁目（川上小学校の学区の区域を

除く。）、八本松東七丁目（川上小学校の学区の区域を

除く。）、八本松西一丁目、八本松西二丁目、八本松西

三丁目、八本松西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六

丁目、八本松西七丁目及び寺家産業団地の一部並びに西

条町寺家の一部      並びに八本松町飯田の一

部、宗吉（川上小学校の学区の区域を除く。）及び原の

一部           の区域 

西志和小学校 志和流通（東志和小学校の学区の区域を除く。）並びに

部、福本、大沢、森近、馬木及び下三永   （三永ハ

イツの区域に限る。）の区域 

三永小学校 三永一丁目、三永二丁目及び三永三丁目並びに西条町上

三永及び下三永（板城小学校の学区の区域を除く。）  

                          

の区域 

川上小学校 八本松東三丁目   （１番から３番までに限る。）、

八本松東六丁目   （１番に限る。）、八本松東七丁

目   （１番から６番まで及び１４番から１６番まで

に限る。）、八本松飯田一丁目、八本松飯田二丁目   

               （１番から５番まで及

び７番から１５番までに限る。）、八本松飯田三丁目、

八本松飯田四丁目、八本松飯田五丁目、八本松飯田六丁

目、八本松飯田七丁目、八本松飯田八丁目及び八本松飯

田九丁目並びに八本松町篠、正力、飯田（八本松小学校

の学区の区域を除く。）及び宗吉の一部の区域 

原小学校 八本松町原（吉川小学校、八本松小学校及びもみじ小学

校の学区の区域を除く。）の区域 

吉川小学校 田口研究団地の一部及び吉川工業団地並びに八本松町原 

   （大竹、出ケ原及び小関の各一部の区域に限る。）

及び吉川（もみじ小学校の学区の区域を除く。）の区域 

八本松小学校 八本松南一丁目、八本松南二丁目、八本松南三丁目、八

本松南四丁目、八本松南五丁目、八本松南六丁目、八本

松南七丁目、八本松南八丁目、八本松東二丁目（平岩小

学校の学区の区域を除く。）、八本松東三丁目（川上小

学校の学区の区域を除く。）、八本松東四丁目、八本松

東五丁目、八本松東六丁目（川上小学校の学区の区域を

除く。）、八本松東七丁目（川上小学校の学区の区域を

除く。）、八本松西一丁目、八本松西二丁目、八本松西

三丁目、八本松西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六

丁目、八本松西七丁目及び寺家産業団地の一部並びに西

条町寺家   （吹越の区域に限る。）並びに八本松町

飯田の一部、宗吉（川上小学校の学区の区域を除く。）

及び原   （大曽場の区域に限る。）の区域 
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志和町志和西、別府、奥屋、冠、七条椛坂の一部    

              、志和東の一部          

   及び志和堀（東志和小学校の学区の区域を除く。）

の区域 

東志和小学校 志和流通の一部並びに志和町七条椛坂（西志和小学校の

学区の区域を除く。）              、

志和東（西志和小学校の学区の区域を除く。）  、 

内及び志和堀の一部の区域 

小谷小学校 高屋町重兼及び小谷の区域 

高屋東小学校 高屋台一丁目及び高屋台二丁目並びに高屋町白市、高屋

東（高屋西小学校の学区の区域を除く。）、貞重及び高

屋堀の一部            の区域 

高屋西小学校 西条吉行東二丁目（東西条小学校の学区の区域を除く。） 

            並びに高屋町高屋東の一部  

               、杵原の一部     

               、稲木（高美が丘小学

校の学区の区域を除く。）、桧山、宮領、大畠、中島、

郷及び溝口の区域 

造賀小学校 高屋町造賀の区域 

東西条小学校 西条上市町の一部、西条大坪町の一部、西条末広町、西

条土与丸一丁目、西条土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、

西条土与丸四丁目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁

目、西条吉行東一丁目及び西条吉行東二丁目の一部   

          並びに西条町西条（西条小学校及

び龍王小学校の学区の区域を除く。）、御薗宇（国道２

号より北側の区域に限る。）の一部、吉行、土与丸及び

助実（西条小学校の学区の区域を除く。）の区域 

平岩小学校 八本松東一丁目、八本松東二丁目の一部           

            、八本松飯田二丁目の一部  

           及び寺家駅前並びに西条町寺家

の一部                    及び

八本松町米満の区域 

御薗宇小学校 鏡山二丁目（郷田小学校及び三ツ城小学校の学区の区域

を除く。）、鏡山三丁目の一部                    

西志和小学校 志和流通（東志和小学校の学区の区域を除く。）並びに

志和町志和西、別府、奥屋、冠、七条椛坂   （東志

和小学校の学区の区域を除く。）、志和東   （長松

の一部の区域に限る。）及び志和堀             

    の区域 

東志和小学校 志和流通の一部並びに志和町七条椛坂        

          （椛坂の一部の区域に限る。）、

志和東（西志和小学校の学区の区域を除く。）及び  

内        の区域 

小谷小学校 高屋町重兼及び小谷の区域 

高屋東小学校 高屋台一丁目及び高屋台二丁目並びに高屋町白市、高屋

東（高屋西小学校の学区の区域を除く。）、貞重及び高

屋堀   （陽晃台団地の区域に限る。）の区域 

高屋西小学校 西条吉行東二丁目                 

（３番から５番までに限る。）並びに高屋町高屋東   

（五十石及び高屋ハイツの区域に限る。）、杵原   （高

美が丘小学校の学区の区域を除く。）、稲木（高美が丘

小学校の学区の区域を除く。）、桧山、宮領、大畠、中

島、郷及び溝口の区域 

造賀小学校 高屋町造賀の区域 

東西条小学校 西条上市町の一部、西条大坪町の一部、西条末広町、西

条土与丸一丁目、西条土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、

西条土与丸四丁目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁

目、西条吉行東一丁目及び西条吉行東二丁目   （１

番及び２番に限る。）並びに西条町西条（西条小学校及

び龍王小学校の学区の区域を除く。）            

             、吉行、土与丸及び助実（西

条小学校の学区の区域を除く。）の区域 

平岩小学校 八本松東一丁目、八本松東二丁目   （１番から８番

まで、２２番及び２３番に限る。）、八本松飯田二丁目 

   （６番及び１６番から１８番までに限る。）及び

寺家駅前並びに西条町寺家   （上寺家、塚の峠及び

稲荷の各一部の区域に限る。）及び八本松町米満の区域 

御薗宇小学校 鏡山二丁目（郷田小学校及び三ツ城小学校の学区の区域
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    、鏡山北の一部及び西条中央四丁目（三ツ城小

学校の学区の区域を除く。）               

並びに西条町御薗宇（西条小学校、三永小学校、東西条

小学校及び三ツ城小学校の学区の区域を除く。）   及

び田口の一部                    

    の区域 

高美が丘小学校 高屋高美が丘一丁目、高屋高美が丘二丁目、高屋高美が

丘三丁目、高屋高美が丘四丁目、高屋高美が丘五丁目、

高屋高美が丘六丁目、高屋高美が丘七丁目、高屋高美が

丘八丁目、高屋高美が丘九丁目及び高屋うめの辺並びに

高屋町高屋堀（高屋東小学校の学区の区域を除く。）、

杵原（高屋西小学校の学区の区域を除く。）          

及び稲木の一部          の区域 

三ツ城小学校 鏡山一丁目の一部、鏡山二丁目の一部、鏡山北（御薗宇

小学校の学区の区域を除く。）、西条中央一丁目、西条

中央四丁目の一部               、西

条中央五丁目、西条中央六丁目、西条中央七丁目、西条

中央八丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西条

下見七丁目並びに西条町西条東の一部、下見（郷田小学

校の学区の区域を除く。）及び御薗宇（        

     国道２号より南側の区域に限る。）の一部の

区域 

板城西小学校 黒瀬町国近、小多田及び宗近柳国の一部           

                          

                          

                          

の区域 

上黒瀬小学校 黒瀬町宗近柳国（板城西小学校の学区の区域を除く。）、

南方（乃美尾小学校の学区の区域を除く。）及び乃美尾 

の一部                          

             の区域 

乃美尾小学校 黒瀬学園台並びに黒瀬町南方の一部             

                          

                          

を除く。）、鏡山三丁目   （１番から１３番まで及

び１７番に限る。）、鏡山北の一部及び西条中央四丁目 

              （５番から１０番までに

限る。）並びに西条町御薗宇             

                    の一部及び

田口   （郷田小学校及び板城小学校の学区の区域を

除く。）の区域 

高美が丘小学校 高屋高美が丘一丁目、高屋高美が丘二丁目、高屋高美が

丘三丁目、高屋高美が丘四丁目、高屋高美が丘五丁目、

高屋高美が丘六丁目、高屋高美が丘七丁目、高屋高美が

丘八丁目、高屋高美が丘九丁目及び高屋うめの辺並びに

高屋町高屋堀（高屋東小学校の学区の区域を除く。）、

杵原             （杵原上及び杵原中央

の区域に限る。）及び稲木   （近信の区域に限る。）

の区域 

三ツ城小学校 鏡山一丁目の一部、鏡山二丁目の一部、鏡山北（御薗宇

小学校の学区の区域を除く。）、西条中央一丁目、西条

中央四丁目   （御薗宇小学校の学区の区域を除く。）、

西条中央五丁目、西条中央六丁目、西条中央七丁目、西

条中央八丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西

条下見七丁目並びに西条町西条東の一部、下見（郷田小

学校の学区の区域を除く。）及び御薗宇（御薗宇小学校

の学区を除く国道２号より南側の区域に限る。）   の

区域 

板城西小学校 黒瀬町国近、小多田及び宗近柳国   （向井、門脇、

上ノ畑、寺田、河原、神前、中間、弐百目、半田、河本、

聖原（８４番地から３９５番地までに限る。）、塔ノ平、

ガガラ山（２１番地から６８番地まで）及び下モ原に限

る。）の区域 

上黒瀬小学校 黒瀬町宗近柳国（板城西小学校の学区の区域を除く。）、

南方（乃美尾小学校の学区の区域を除く。）及び乃美尾 

   （下角及び上角（４３５２番地から４４００番地

までに限る。）の区域に限る。）の区域 

乃美尾小学校 黒瀬学園台並びに黒瀬町南方   （浄善坊、下広池、
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                  及び乃美尾（上

黒瀬小学校の学区の区域を除く。）の区域 

中黒瀬小学校 

学校の学区の区域を除く。）、市飯田、上保田、菅田、

川角及び兼広の一部                    

                          

                          

                          

         の区域 

下黒瀬小学校 黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬桜が丘一丁

目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目及び黒瀬

切田が丘三丁目並びに黒瀬町兼広（中黒瀬小学校の学区

の区域を除く。）、切田の一部               

                          

                          

                   、兼沢及び津

江の区域 

竹仁小学校 福富町上竹仁及び下竹仁の区域 

久芳小学校 福富町久芳及び上戸野の区域 

豊栄小学校 豊栄町の区域 

河内小学校 河内町下河内、中河内、上河内、河戸、宇山、戸野及び

小田の区域 

入野小学校 河内町入野、入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入

野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五丁目

及び河内臨空団地の区域 

木谷小学校 安芸津町木谷（三津小学校の学区の区域を除く。） 

三津小学校 安芸津町三津（風早小学校の学区の区域を除く。）、木

谷の一部及び風早の一部の区域 

風早小学校 安芸津町風早（三津小学校の学区の区域を除く。）、大

田、小松原及び三津の一部の区域 

もみじ小学校 八本松町原の一部及び吉川の一部の区域 

工原（７６９番地から９２７番地までに限る。）、池ノ

上、市ヶ原、岩幕山（１番地から９３番地まで及び４０

１番地から４０６番地までに限る。）の区域に限る。）

及び乃美尾（上黒瀬小学校の学区の区域を除く。）の区

域 

中黒瀬小学校 

学校の学区の区域を除く。） 市飯田、上保田、菅田、

川角及び兼広   （東本郷、免田、中筋、西本郷、大

坪台、古宮、西ヶ迫、大畠、反台、在長、新開、山ノ内

の一部、前大風呂及び山口（１番地から５７８番地まで、

６１０番地から６６５番地まで及び９０７番地から９０

８番地までに限る。）の区域に限る。）の区域 

下黒瀬小学校 黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬桜が丘一丁

目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目及び黒瀬

切田が丘三丁目並びに黒瀬町兼広（中黒瀬小学校の学区

の区域を除く。）、切田   （砂池原、下新寺、上新

寺、大風呂（８０８番地から９０１番地までに限る。）、

宝蔵椀の一部、西ノ谷、砂池原、狐ヶ城、前砂池原、後

砂池原、下新寺、上新寺及び上大風呂の区域に限る。）、

兼沢及び津江の区域 

竹仁小学校 福富町上竹仁及び下竹仁の区域 

久芳小学校 福富町久芳及び上戸野の区域 

豊栄小学校 豊栄町の区域 

河内小学校 河内町下河内、中河内、上河内、河戸、宇山、戸野及び

小田の区域 

入野小学校 河内町入野、入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入

野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五丁目

及び河内臨空団地の区域 

木谷小学校 安芸津町木谷（三津小学校の学区の区域を除く。） 

三津小学校 安芸津町三津（風早小学校の学区の区域を除く。）、木

谷の一部及び風早の一部の区域 
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龍王小学校 西条西本町及び西条東北町並びに西条町西条の一部、寺

家（平岩小学校の学区の区域を除く国道４８６号より北

側の区域に限る。）及び西条東（三ツ城小学校の学区の

区域を除く国道４８６号より北側の区域に限る。）の区

域 
 

風早小学校 安芸津町風早（三津小学校の学区の区域を除く。）、大

田、小松原及び三津の一部の区域 

もみじ小学校 八本松町原の一部及び吉川の一部の区域 

龍王小学校 西条西本町及び西条東北町並びに西条町西条の一部、寺

家（平岩小学校の学区の区域を除く国道４８６号より北

側の区域に限る。）及び西条東（三ツ城小学校の学区の

区域を除く国道４８６号より北側の区域に限る。）の区

域 
 

中学校 中学校 

名称 学区 

西条中学校 西条小学校の学区（松賀中学校の学区の区域を除く。）

及び龍王小学校の学区の区域 

向陽中学校 郷田小学校、板城小学校及び三永小学校の学区の区域 

八本松中学校 原小学校、吉川小学校及び八本松小学校の学区の区域 

志和中学校 西志和小学校及び東志和小学校の学区の区域 

高屋中学校 小谷小学校、高屋東小学校、高屋西小学校及び造賀小学

校の学区の区域 

磯松中学校 川上小学校及び平岩小学校の学区の区域 

松賀中学校 西条小学校の学区（西条町助実及び御薗宇の区域に限

る。）並びに東西条小学校及び御薗宇小学校の学区の区

域 

高美が丘中学校 高美が丘小学校の学区の区域 

黒瀬中学校 板城西小学校、上黒瀬小学校、乃美尾小学校、中黒瀬小

学校及び下黒瀬小学校の学区             

                          

                          

                          

                   の区域 

福富中学校 竹仁小学校及び久芳小学校の学区   の区域 

豊栄中学校 豊栄小学校の学区   の区域 

河内中学校 河内小学校及び入野小学校の学区           

                          

                      の区域 

名称 学区 

西条中学校 西条小学校の学区（松賀中学校の学区の区域を除く。）

及び龍王小学校の学区の区域 

向陽中学校 郷田小学校、板城小学校及び三永小学校の学区の区域 

八本松中学校 原小学校、吉川小学校及び八本松小学校の学区の区域 

志和中学校 西志和小学校及び東志和小学校の学区の区域 

高屋中学校 小谷小学校、高屋東小学校、高屋西小学校及び造賀小学

校の学区の区域 

磯松中学校 川上小学校及び平岩小学校の学区の区域 

松賀中学校 西条小学校の学区（西条町助実及び御薗宇の区域に限

る。）並びに東西条小学校及び御薗宇小学校の学区の区

域 

高美が丘中学校 高美が丘小学校の学区の区域 

黒瀬中学校                           

          黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬学園台、

黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘

二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬春日野一丁目、黒瀬

西二丁目の区域 

福富中学校               福富町の区域 

豊栄中学校         豊栄町の区域 

河内中学校                河内町、入野中山台一
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新 旧 

安芸津中学校 木谷小学校、三津小学校及び風早小学校の学区    

の区域 

中央中学校 寺西小学校及び三ツ城小学校の学区の区域 

もみじ中学校 もみじ小学校の学区の区域 
 

丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山

台四丁目、入野中山台五丁目及び河内臨空団地の区域 

安芸津中学校                    安芸津町の区

域 

中央中学校 寺西小学校及び三ツ城小学校の学区の区域 

もみじ中学校 もみじ小学校の学区の区域 
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